
千葉県マスコットキャラクター 

「チーバくん」 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

平成３０年４月から浄化槽の法定検査（設置後の７条検査及び毎年 

定期的に実施する１１条検査）は、千葉県浄化槽検査センターと 

千葉県環境財団の２つの指定検査機関が区域を分けて実施します。 

 

野田市 

※申込みについては裏面をご覧ください 

    の区域の法定検査を実施 

公益社団法人 千葉県浄化槽検査センター 

☎ 043-246-6283 

〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1 

 

    の区域の法定検査を実施 

一般財団法人 千葉県環境財団 

☎ 043-246-2079 

〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1 

 

・千葉県環境生活部水質保全課（次の３市を除く地域）    

・千葉市環境局資源循環部収集業務課 

・船橋市環境部廃棄物指導課 

・柏市環境部環境政策課              

担当行政機関及び窓口 

指定検査機関は、浄化槽の法定検査を行う機関として千葉県知事が指定した団体です。 

 

☎  043-223-3813 

☎  043-245-5251 

☎  047-436-2443 

☎  04-7167-1695 

柏市 
我孫子市 

印西市 
成田市 

栄町 

香取市 

銚子市 

東庄町 

旭市 

匝瑳市 

横芝光町 

多古町 

山武市 

富里市 芝山町 

松戸市 

 
鎌ケ谷市 

市川市 船橋市 
佐倉市 八千代市 

 

東金市 

 
四街道市 

 
神崎町 

 
流山市 

八街市 

茂原市 

 
酒々井町 

長南町 

大網白里市 

白井市 

白子町 

長生村 

長柄町 

千葉市 

御宿町 

睦沢町 

 
九十九里町 

 
習志野市 

市原市 

袖ケ浦市 

木更津市 

君津市 

富津市 

鋸南町 

南房総市 

館山市 

鴨川市

市 

勝浦市 

大多喜町 

一宮町 

いすみ市 

 

浦安市 



 

○浄化槽の設置の届出又は建築確認の申請時に、法定検査（７条検査）の申込みを証する

書類（検査手数料納付書の写し）の添付が必要です。記載例を参考に、申込み先をお間違

えないようご注意ください。 

○また、法定検査（７条検査）の実施後は、年１回の定期検査（11 条検査）の受検が義務付け

られております。検査の時期が近づきましたら、指定検査機関から検査の案内を送付させ

ていただきますので、必ず受検してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ７条検査 １１条検査 

合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽 

10人槽以下   10,000円 5,000円 5,000円 

11～20人槽 14,000円     8,000円    10,000円 

21～50人槽 15,000円     9,000円    11,000円 

51～100人槽   18,000円     12,000円    14,000円 

101～300人槽   20,000円     14,000円       16,000円 

301～500人槽   22,000円     16,000円    18,000円 

５０１人槽以上   26,000円     20,000円    22,000円  

検査の申込みについて 

振込先が担当の指定検査機関

となっているかご注意ください。 

 検査手数料は？ 検査種別（7条、１１条）、浄化槽の種類、大きさ（人槽）によって異なります。 

 

浄化 槽太 
 
○○市××町△－□ 

○   ×   △ 
XXX  XXX    XXXX 

XXX  XXX    XXXX 

□□設備 

同左 

５  

浄化 槽太 

手数料をご確認ください。 

＜振込用紙記載例（７条検査前納）＞ 
払込用紙の配布については、各指定検査機関にお問い合わせください。 

※記載内容をもとに検査を実施いたしますので、氏名、電話番号、浄化槽の設置場所等の記載漏れがないようにしてください。 


